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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                                水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長  木 白  俊 哉  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    横 浜 庁 舎 実 験 機 器 設 備 保 守 点 検 業 務  一 式  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 間    自 ） 令 和 ７ 年 ４ 月  １ 日  

       至 ） 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 納 入 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。    

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統

一 資 格 の 「 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 ｣ で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」

又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 管 理 課  

電  話  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ７ ６ ９ ０  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ５ ０ ０ １  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 実 験 機 器 設 備 保 守 点 検 業 務 入

札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者

名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ

Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 実 験 機 器 設 備 保 守 点 検 業 務 入

札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者

名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記

① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 １

１ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る

こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  
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                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所       令 和 ７ 年 ３ 月 １ ９ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

                                 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

                                 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 横 浜 庁 舎  ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の          令 和 ７ 年 ３ 月 １ ９ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

受 領 期 限 及 び 提 出 場 所     ３ ． ① に 同 じ 。  

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨         日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金    免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否         要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法       予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、

そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な

い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を

締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ

れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の

う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と

が あ る 。  

 

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  
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（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

８ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w .

f r a . a f f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金

額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  
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業務仕様書 

 

 

１．件  名  横浜庁舎実験機器設備保守点検業務 

 

２．業務目的     本業務は、横浜庁舎に設置してある水温調節設備、恒温恒湿室について、研究業務に支 

障を来さぬよう常に適正な機能を維持するため点検整備、保守及び異常時の応急処置を行

うことを目的とする。 

 

３．業務場所    神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 

                国立研究開発法人水産研究・教育機構 横浜庁舎 

 

４．業務期間    自）令和 ７年 ４月 １日 

                                              （２年間） 

                至）令和 ９年  ３月３１日    

 

５．特記仕様  １）本業務の実施に当たっては、既存設備又は他の物品等に損害を及ぼさないよう十分注 

         意し、万一損害等を与えた場合には直ちに監督職員に報告し、その指示に従い修復する。 

          なお、これにかかる費用はすべて請負者の負担とする。 

        ２）設備の故障等の緊急時には、深夜及び休日を問わず、１時間以内に対応できる体制を 

         構築し、責任を持って復旧作業にあたることとし、場合によっては製造メーカー等へ連 

         絡し、助言を受けるものとする。 
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第 1 編 一般共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

第 1 章 一 般 事 項 

 

第 1 節 一 般 事 項 

1.1.1 適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 本仕様書（以下「仕様書」という。）は、実験機器及びその附帯施設（以下「実

験機器等」という。）の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、

清掃に適用する。 

(b) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、請負者の責任において

履行すべきものとする。 

(c) すべての契約図書は、相互に補完する。但し、契約図書間に相違がある場合の

優先順位は、次の(1)から(3)の順番とする。 

(1)  契約書 

(2)  仕様書（主要機器リスト等、参考図面を含む） 

(3)  共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部 建築保全業務共通仕様書

令和５年版） 

 仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。 

(1) 監督職員とは、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを

発注者が指定した者をいう。 

(2)「請負者等」とは、当該業務契約の請負又は契約書の規定により定めた請負

者側の業務責任者をいう。 

(3)「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に

把握し、業務を円滑に実施するために監督職員との連絡調整を行う者で、現場に

おける請負者側の責任者をいう。 

(4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場

における請負者側の担当者をいう。 

(5)「監督職員の承諾」とは、請負者等が監督職員に対し書面で申し出た事項に

ついて、監督職員が書面をもって了解することをいう。 

(6)「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し業務の実施上必要な事

項を、書面によって示すことをいう。 

(7)「監督職員の協議」とは、協議事項について、監督職員と請負者等とが結論

を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 

(8)「監督職員の検査」とは、業務の各段階で、請負者が実施した結果等につい

て提出した資料に基づき、監督職員が業務仕様書との適否を確認することをい

う。 

(9)「作業」とは、本仕様書で定める実験機器等の定期検査、日常点検、保守、 

  運転・監視、清掃に当たることをいう。 

(10)「点検」とは、実験機器等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他

の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断

を行うことをいう。 
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1.1.3  業務計画書 

 

 

 

 

 

1.1.4  貸与資料 

 

 

1.1.5  業務の記録 

 

 

1.1.6  報告書の書

式等 

 

 

 

 

1.1.7 関係法令等

の遵守 

 

 

 

 

(11)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的

知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン

点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 

(12)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的

知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に

臨時に行う点検をいう。 

(13)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら

日常的に行う点検をいう。 

(14)「保守」とは、点検の結果に基づき実験機器等の機能の回復又は危険の防止

のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業を

いう。 

(15)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、実験設備を稼動させ、その状

況を監視し、制御することをいう。 

(16)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を

保護し、快適な環境を保つための作業をいう。 

 

(a)業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施日時、全体工程、作業内

容、安全管理等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、監督職員

の承諾を受ける。 

(b)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、請負者は業務関係者の労務

管理について適切に行うよう計画する。 

 

点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 

ただし、作業終了後は、現状に復すものとする。 

 

監督職員と協議した結果及び業務の全般的な経過を記載した記録を整備し、監督 

職員より請求された場合は、提出又は提示する。 

 

保守点検整備実施報告及び写真を撮影し、取りまとめた報告書１部を提出するこ

と。 

なお、写真サイズ、様式等は監督職員の指示によること。 

(1)保守点検業務報告書 

(2)完成図書及び写真類 

 

 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図

ること。 
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第 2 節 業務現場管理及び実施 

1.2.1 業務管理 

 

 

1.2.2 業務責任者 

 

 

 

 

 

 

1.2.3  業務担当者 

 

 

 

1.2.4  代替要員 

 

 

1.2.5  服装等 

 

1.2.6  業務条件 

 

 

 

1.2.7 業務の安全 

    衛生管理 

 

1.2.8  居室、共用 

       施設の利用 

 

1.2.9  駐車場の利

用 

 

1.2.10 火気の取扱い 

 

 

1.2.11 危険物等の 

    取扱い 

 

1.2.12 別契約の業務 

      等 

契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工

程、安全等の業務管理を行う。 

 

(a) 請負者は、業務責任者を定め監督職員に届け出る。また、業務責任者を変更し

た場合も同様とする。 

(b) 業務責任者は、業務担当者に作業内容及び監督職員の指示事項等を伝え、その

周知徹底を図る。 

(c) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、

業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 

 

(a) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有すること。 

(b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する 

    者が当該作業等を行う。 

 

業務内容により代替要員を必要とする場合、あらかじめ監督職員に報告し、承諾

を得ること。 

 

業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。 

 

(a) 業務を行う日及び時間は、監督職員と協議する。 

(b) 業務日、業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員の承認

を受ける。 

 

業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任

者となり、関係法令に従って行う。 

 

共用物は、監督職員の承諾を受け、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。 

また、建物内の便所、エレベーター等の一般共用施設は、利用することができる。 

 

施設の駐車場の利用の可否については、監督職員の指示による。 

 

 

作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじ 

め監督職員の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 

 

業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 

 

 

  業務に密接に関連する別契約の有無は、監督職員と協議しその指示に従い、円滑 

  に業務を実施する。 
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第 3 節 業務に伴う廃棄物の処理及び検査 

 

1.3.1 廃棄物の処理 

   等 

 

 

1.3.2 産業廃棄物

等 

 

 

1.3.3 業務の検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理に係る費用は、原則として請負者の負

担とする。 

(b) 発生材の保管場所及び集積場所は、監督職員の指示に従う。 

 

業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分まで産業廃棄物

処理業者に委託し、産業廃棄物管理表（マニフェスト）の交付等を経て適正に処

理する。 

 

請負者は、契約書に基づき、その支払に係る請求を行うときは次の書類を提出し、

発注者の指定した者が行う業務の検査をうけること。 

(1)  業務完了報告書 
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第 2 編 定期点検及び保守 
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第１章 一 般 事 項 

 

第 1 節 一 般 事 項 

 

 

1.1.1 適用 

 

1.1.2 点検の範囲 

 

 

 

 

 

 

本編は、実験機器等の定期点検、臨時点検及び保守に関する業務に適用する。 

 

(a)定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、仕様書による。 

(b)対象部分について本編各表に示す点検内容を実施し、その結果について報告す

る。なお、対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、監督職員に報告

する。 

(c) 点検周期が 1年を超える点検内容の実施は、仕様書による。 

 

1.1.3 保守の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 点検の実施 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 周期の表記 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 

(1)汚れ、詰まり、付着等がある部分又は点検部の清掃 

(2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め 

(4)消耗部品の交換又は補充 

(5)接触部分、回転部分等への注油 

(6)軽微な損傷がある部分の補修 

(7)塗装（タッチペイント） 

(8)その他これらに類する軽微な作業 

 

(a) 点検を行う場合には、あらかじめ監督職員から劣化及び故障状況を聴取し点

検の参考とする。 

(b)点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。 

(c)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用

する。 

(d)異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。 

 

定期点検の周期の表記は、次による。 

(1) １回／１週 は、１週に１回行うものとする。 

(2) １回／２週 は、２週に１回行うものとする。 

(3) １回／１月 は、１月に１回行うものとする。 

(4) １回／２月 は、２月に１回行うものとする。 

(5) １回／３月 は、３月に１回行うものとする。 

(6) １回／４月 は、４月に１回行うものとする。 

(7) １回／６月 は、６月に１回行うものとする。 

(8) ２回／１年 は、１年に２回行うものとする。 
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1.1.6 支給材料 

 

 

1.1.7 応急措置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 点検の省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 点検及び保

守に伴う注

意事項 

 

1.1.10 連絡体制等 

 

 

 

 

(9) １回／１年 は、１年に１回行うものとする。 

(10) １回／２年 は、２年に１回行うものとする。 

 

保守に用いる消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、当所より支給するも

のとする。 

 

(a) 点検の結果、対象部分に脱落や落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使

用することにより著しい損傷又は関連部材・機器等に影響を及ぼすことが想定

される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに監督職

員に報告する。 

(b) 落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危

険防止措置を講じるとともに、速やかに監督職員に報告する。 

(c) 応急措置、危険防止措置にかかる費用は、監督職員との協議による。 

(d) 応急措置を行った後は、監督職員に報告書を提出すること。 

 

次に揚げる部分は、点検を省略することができる。ただし、特記がある場合はこ

の限りでない。 

(1) 容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの。 

(2) 配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない

場所にあるもの。 

(3) 電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその

付近にあるもので、点検することが危険であるもの。 

(4) 地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているもの。 

(5) 足場のない給気又は排気のための塔。 

(6) ロッカー、家具等があり点検不可能なもの。 

 

(a) 点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 

(b) 点検及び保守の実施に当たり、仕上材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う

場合には、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 

 

深夜・休日等の緊急事態の連絡体制を整備する。 
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第２章 実験機器設備 
 

本業務は、横浜庁舎に設置してある水温調節設備、恒温恒湿室について、研究業務に支障を来さぬよう常

に適正な機能を維持するため点検整備、保守及び異常時の応急処置を行うことを目的とする。 

 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

＜水温調節設備＞ 

１.アクアトロン設 

 備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）点検整備等終了後は、報告書を提出する。 

（２）業務にあたって、所内の物品の移動又は持ち 

出しを行ってはならない。 

（３）業務中に知り得た機密情報等を、外部に漏らし

てはならない。 

（４）業務工程等は、事前に監督職員と協議し研究業

務に支障がないようにする。 

 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目は

下記のとおりとする。 

１）ポンプ 

 排水ポンプ［１台］ 

海水Ｂ系統調温水ポンプ ［１台］ 

淡水Ｂ系統調温水ポンプ ［１台］ 

淡水Ｂ系統ろ過ポンプ   ［１台］ 

     ・運転状態 

     ・振動、異常音、軸磨耗状態 

     ・軸封部液漏れ状態 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

     ・吐出圧力 

     ・Ｙストレーナー 

     ・消耗品の交換（ベアリング、カップリング 

                    ゴム、Ｏリング、パッキン等）

２）タンク 

     ・水漏れ 

     ・ボールタップ 

     ・配管及び架台の状態 

     ・温度計 

   ・水槽内の汚れ、清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／2 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 年度実施   

R7 年度実施 

R8 年度実施   

R8 年度実施   
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．冷却加熱ユニッ 

    ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）制御盤関係 

     ・電圧計動作 

     ・電流計動作 

     ・表示灯、ヒューズ切れ 

     ・マグネットスイッチ、接点状態 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

     ・操作回路絶縁状態 

     ・ブザー音色 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目は

下記のとおりとする。 

１）調温水ポンプ 

     ・振動、異常音、磨耗 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

２）電気ヒータ 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

  ３）冷凍機ユニット 

     ・コンプレッサーの騒音、異常振動 

     ・空冷コンデンサーの汚れ、目詰まり、異常振

動、ファンの異音、清掃 

・運転状態 

     ・圧力スイッチ作動確認 

     ・冷媒量のチェック 

     ・サイトグラス、ドライヤー 

     ・オイル量及び汚れ 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

  ４）調温水槽 

     ・水槽内の汚れ、清掃 

     ・ボールタップ状態 

     ・フロート 

     ・水漏れ 

     ・流量計の作動状態及び汚れ、清掃 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．グロースキャビ 

ネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ５）操作盤 

     ・表示灯、ヒューズ切れ 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・調節計等の作動確認 

     ・漏電ブレーカー 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締 

め 

     ・操作回路絶縁抵抗 

     ・ケーシング、盤類の汚れ及び錆、清掃 

  ６）殺菌灯 

     ・ユニット内の腐食、清掃 

     ・球及び点灯管の状態 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目

は下記のとおりとする。 

  １）冷凍機ユニット 

     ・コンプレッサーの騒音、異常振動 

     ・空冷コンデンサーの汚れ、目詰まり、異常振

動、ファンの異音、清掃 

   ・運転状態 

     ・圧力スイッチ作動確認 

     ・冷媒量のチェック 

     ・サイトグラス、ドライヤー 

     ・オイル量及び汚れ 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

  ２）送風機 

     ・騒音、異常振動 

     ・回転方向 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

  ３）電気ヒータ 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

1回／1 年 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．稚魚行動実験ユ 

ニット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．淡水調温水槽 

 

 ４）蛍光灯 

     ・作動状態 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

  ５）操作盤 

     ・表示灯、ヒューズ切れ 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・調節計等の作動 

     ・漏電ブレーカー 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

     ・操作回路絶縁抵抗 

  ６）吸込みフィルタ 

     ・汚れ、目詰まり、清掃 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目

は下記のとおりとする。 

  １）操作盤 

     ・表示灯、ヒューズ切れ 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・調節計等の作動 

     ・漏電ブレーカー 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

     ・操作回路絶縁抵抗 

  ２）給気ユニット 

     ・異音、異常振動 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

  ３）排気ユニット 

     ・異音、異常振動 

     ・絶縁抵抗 

     ・運転電流 

  ４）照明 

     ・蛍光灯の状態 

 

（１）淡水Ｂ系統の調温水槽について、内部の淡水

を抜き、高圧ジェット洗浄する。 

      ・調温水槽 Ｂ 

1回／1 年 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

 

1回／1 年 

 

 

1回／2 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R8 年度実施 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

６．淡水循環用貯水 

    槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈恒温恒湿室関係〉 

１．クリーンルーム 

    Ｚ－１～Ｚ－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）上記、清掃後は淡水を補給し、正常に水温調 

      節設備が稼働することを確認する。 

 

（１）淡水Ｂ系統の循環用貯水槽及び排水槽につい

て内部の淡水を抜き、高圧ジェット洗浄する。 

      ・循環用貯水槽 Ｂ 

      ・排水槽 

 

（２）上記、清掃後は淡水を補給し、循環用貯水槽

   に関連する設備が正常に稼働することを確認

   する。 

 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目 

は下記のとおりとする。また、各冷却コイル、加熱 

コイルを清掃するものとする。 

  １）冷凍機 

     ・冷凍サイクル 

     ・高圧、低圧圧力 

     ・温度 

     ・冷媒量 

     ・冷凍機油 

     ・絶縁抵抗、電流、電圧 

     ・腐食損傷状況 

     ・外観点検 

     ・運転状況 

  ２）空気調和機 

     ・送風機 

     ・電気ヒーター 

     ・吸気ファン 

     ・ドレンパン点検 

・通水確認 

     ・ベアリング、Ｖベルト、張り調整 

     ・加湿器清掃 

     ・絶縁抵抗、電流、電圧 

     ・腐食損傷状況 

 

 

 

1回／2 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

R7 年度実施 
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点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

２．精密可変低温室 

Ｚ－６～Ｚ－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・外観点検 

     ・運転状況 

     ・フィルタ差圧 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目

は下記のとおりとする。 

１）電装関係 

     ・動力回路絶縁 

     ・操作回路絶縁 

     ・表示灯及びヒューズ切れ 

     ・マグネットスイッチ接点状態 

     ・調節計、上下温度リミッター等動作確認 

     ・漏電ブレーカーチェック 

     ・マグネットスイッチ、リレーの端子増し締め 

     ・ケーシングの汚れ及び錆、清掃 

     ・温度センサー及び湿度センサー 

  ２）照明 

     ・白熱灯の球切れ及び状態 

  ３）給気、排気及びフィルタ関係（設置の場合） 

     ・給気、排気フィルタの状態 

     ・給気フィルタの差圧（プレフィルタ及び 

ＨＥＰＡフィルタ） 

     ・排気フィルタの差圧（プレフィルタ及び 

ＨＥＰＡフィルタ） 

     ・循環用プレフィルタ 

  ４）空調機、冷凍機ユニット及びリモートコンデ 

ンサー関係 

     ・騒音及び異常振動 

     ・コンデンサーファンの目詰まり、清掃 

・コンデンサーファンの異音 

     ・圧力スイッチの作動状態 

     ・冷媒量のチェック 

     ・オイル量及び汚れ具合 

     ・ガス漏れチェック 

     ・冷凍機運転圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

点 検 項 目 点 検 内 容 周  期 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．恒温恒湿庫、 

低温庫 

Ｚ－１３、 

Ｚ－１４ 

 

４．恒温恒湿室 

Ｚ－１５～ 

Ｚ－２４ 

 

 

 

 

 

 

 

  ５）加湿器（設置の場合） 

     ・水槽の汚れ、清掃 

     ・電極の状態 

     ・作動状態 

     ・給水ストレーナの清掃 

  ６）給排水配管（設置の場合） 

     ・バルブストレーナ 

  ７）内、外装 

      ・パネル、扉、パッキン 

      ・塗装、錆 

８）総合運転状態 

 

（２）加湿器分解清掃 

 Ｚ－７の加湿器（２台）を分解し、清掃を行う。 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目

は上記（Ｚ－６～Ｚ－８の点検項目）のとおりとす

る。 

 

（１）点検機器及び点検内容 

主要機器リスト等にある機器を点検する。点検項目

は上記（Ｚ－６～Ｚ－８の点検項目）のとおりとす

る。 

 

（２）加湿器分解清掃 

Ｚ－１９及びＺ－２０の加湿器（計４台）を分解

し、清掃を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

2回／1 年 

 

 

2回／1 年 

 

1回／1 年 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

2回／1 年 

 

 

 

 

2回／1 年 
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